
 

 

錦町商工業後継者支援給付金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 商工業経営者の高齢化が進む中で、持続可能な産業構造及び経営体の構築を実現

するには、次世代を担う商工業者の育成・確保に向けた取り組みが必要である。本事業は、

将来にわたり錦町で商工業後継者として事業継続及び地域経済の活性化を目指す者に対

し、給付金を支給することにより、就業への踏み切り及び定着を後押しすることを目的と

する。 

（給付対象者） 

第２条 錦町商工業後継者支援給付金（以下「給付金」という。）の対象となる者（以下「給

付対象者」という。）は、次の各号の要件を満たした新規就業者とする。 

⑴ 錦町に事業所等を有し錦町商工会会員又は錦町商工会会員になることが見込める事

業所等に就業し、錦町内に住所を有する者 

⑵ 平成３０年４月１日以降に就業した者で、今後１０年以上商工業に従事し事業を承

継することが見込めるもの 

⑶ 申請時の年齢が５０歳未満で、従事日数等が年間２５０日、２，０００時間以上見込

まれること。 

⑷ 錦町暴力団排除条例（平成２３年条例第２８号）第２条第２号に規定する暴力団員で

ないこと。 

（給付金額及び給付期間） 

第３条 給付金額は、給付期間１年間につき１経営体あたり２０万円とする。 

２ 給付期間は、就業日から最長５年間（以下「給付対象期間」という。）とする。ただし、

すでに就業している者については、給付対象期間のうち、次条に規定する就業計画の承認

申請日以降の期間について、給付金を交付する。 

（就業計画の承認申請） 

第４条 給付対象者が、前条に規定する給付金の交付を受けようとするときは、承認申請書

（別記様式第１号）を提出しなければならない。 

（就業計画の承認） 

第５条 町長は、前条の規定により承認申請書の提出があった場合において、審査のうえ適

正と認めたときは、承認申請書を承認し、承認通知書（別記様式第２号）を承認申請者に

通知する。 

（給付金の交付申請） 

第６条 前条の承認通知書を受けた者（以下「交付申請者」という。）は、交付申請書（別

記様式第３号）を遅滞なく町長に提出しなければならない。 

２ 給付金は、１年間分を給付することを基本とし、就業５年目の年が１年間の期間がない

ときは、１年間以内の期間に応じて給付する。ただし、１ヶ月未満の期間は給付しない。 

（給付金の交付決定） 

第７条 町長は、前条の規定により交付申請書（別記様式第３号）の提出があった場合にお



 

 

いて、審査のうえ適正と認めたときは、予算の範囲内において給付金の交付を決定し、交

付申請者に交付決定通知書（別記様式第４号）を通知する。 

（給付金の交付請求） 

第８条 交付の決定を受けた交付申請者は交付請求書（別記様式第５号）を町長に提出しな

ければならない。 

（就業状況報告等） 

第９条 交付申請者は、承認通知書を受けた日から１２月末までの就業状況（別記様式第６

号）を翌年１月末日までに町長に提出しなければならない。 

２ 就業状況の報告は給付対象期間及び給付対象期間終了後１年を経過するまで報告する

ものとする。 

３ 給付対象者は、氏名、住所等に変更があった場合は、変更後速やかに住所等変更届（別

記様式第７号）を町長に提出しなければならない。 

（就業の休止） 

第１０条 交付申請者が、やむを得ない事情により就業を休止する場合は、町長に休止届

（別記様式第８号）を提出しなければならない。 

２ 前項の休止届を提出した者が、給付対象期間内に就業を再開する場合は、就業再開届

（別記様式第９号）を町長に提出しなければならない。 

（給付金の停止等） 

第１１条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金を停止するとともに、そ

の旨を停止通知書（別記様式第１０号）により通知する。また、停止となった給付対象期

間の給付金の交付は行わない。 

⑴ 第２条の要件を満たさなくなった場合 

⑵ 前条の報告を行わなかった場合 

⑶ 就業状況の現地調査等により、適切な商工業を行っていないと判断した場合 

⑷ 虚偽の申請等を行った場合 

⑸ その他給付が適当でないと町長が認めた場合 

（返還等） 

第１２条 次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の一部又は全額を返還しなけれ

ばならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請

書（別記様式第１１号）を町長に提出することができる。 

⑴ 前条第１項第１号から第３号に掲げる要件に該当した時点が、既に給付した給付金

の対象期間中である場合は、給付要件を満たさなくなった対象期間の月数分（当該要件

に該当した月を含む。）の給付金を月単位で返還する。 

⑵ 虚偽の申請等を行った場合には、給付金の全額を返還し、その後の給付対象期間にお

ける交付は行わない。 

（審査会） 

第１３条 第４条の申請の内容を審査するため、錦町商工業後継者支援給付金事業審査会

（以下「審査会」という。）を置く。 



 

 

２ 審査会は次に掲げる者をもって構成する。 

⑴ 副町長 

⑵ 企画観光課長 

⑶ 農林振興課長 

⑷ 税務課長 

⑸ 錦町商工会長 

⑹ 錦町商工会青年部長 

⑺ 錦町商工会経営指導員 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、承認申請者を審査会に出席させ、意見を聴聞す

ることができる。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 


